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研
修
要
件
に
関
す
る
平
成
3
0
年
3
月
3
1
日
ま
で
の
経
過
措
置

上
記
の
ほ
か
、
重
度
障
害
者
支
援
加
算
（
施
設
入
所
支
援
、
共
同
生
活
援
助
）
、
強
度
行
動
障
害
児
特
別
支
援
加
算
（
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
）
の
強
度
行
動
障
害
支

援
者
養
成
研
修
等
の
研
修
受
講
計
画
の
作
成
に
よ
る
経
過
措
置
も
平
成
3
0
年
3
月
3
1
日
ま
で
。

※
平
成
3
0
年
度
の
報
酬
改
定
時
、
訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
の
暫
定
的
な
取
扱
い
（
初
任
者
研
修
修
了
し
３
年
以
上
実
務
経
験
の
あ
る
者
）
、

従
業
者
の
３
級
ヘ
ル
パ
ー
に
関
す
る
取
扱
い
は
、
見
直
し
さ
れ
る
予
定
。
他
の
要
件
を
満
た
す
よ
う
資
格
の
取
得
・
研
修
の
受
講
を
お
願
い
し
ま
す
。

★
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
【
障
が
い
福
祉
に
関
す
る
各
種
研
修
情
報
】等
で
、
県
内
開
催
予
定
の
研
修
を
随
時
掲
載
（申
込
み
は
各
研
修
開
催
事
業
所
ま
で
）

関
係
職
種
等

研
修
要
件
等

経
過
措
置
の
内
容
（
平
成
3
0年
3
月
3
1日
ま
で
）

①
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者

児
童
発
達
支
援
管
理
責

任
者

実
務
経
験
を
満
た
す
者
で
あ
り
、
か
つ
サ
ー
ビ
ス
管
理

責
任
者
研
修
該
当
分
野
（
又
は
児
童
発
達
支
援
管
理

責
任
者
研
修
）
、
及
び
相
談
支
援
従
事
者
初
任
者
研
修

（
講
義
部
分
）
を
修
了
し
た
者

実
務
経
験
要
件
を
満
た
す
者
に
つ
い
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
と
し

て
配
置
さ
れ
る
事
業
所
が
指
定
を
受
け
た
日
か
ら
１
年
間
は
研
修
要
件
を
満

た
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。
（
平
成
29
年
4
月
1
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
事

業
所
は
平
成
3
0
年
3
月
3
1
日
ま
で
）

②
同
行
援
護

（
従
業
者
）

同
行
援
護
従
業
者
養
成
研
修
（
一
般
課
程
）
修
了
者

居
宅
介
護
職
員
初
任
者
研
修
修
了
者
等
及
び
視
覚
障
害
者
外
出
介
護
従
業

者
養
成
研
修
修
了
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
研
修
を
修
了
し
た
も
の
と
み
な
す
。

障
害
者
居
宅
介
護
従
業
者
基
礎
研
修
課
程
修
了
者
等

で
あ
っ
て
、
視
覚
障
害
を
有
す
る
身
体
障
害
者
又
は
障

害
児
へ
の
直
接
処
遇
業
務
に
従
事
し
た
経
験
を
１
年

以
上
有
す
る
者

障
害
者
居
宅
介
護
従
業
者
基
礎
研
修
課
程
修
了
者
等
に
つ
い
て
は
、
１
年

以
上
の
経
験
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。
（た
だ
し
、
経
験
の
有
無
に
関

わ
ら
ず
減
算
対
象
）

③
同
行
援
護

（
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
）
介
護
福
祉
士
等
、
居
宅
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任

者
の
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
り
、
か
つ
同
行
援
護
従
業

者
養
成
研
修
（
一
般
課
程
及
び
応
用
課
程
）
修
了
者

介
護
福
祉
士
等
、
居
宅
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
の
要
件
を
満
た
す
も

の
に
つ
い
て
は
当
該
研
修
を
修
了
し
た
も
の
と
み
な
す
。

平
成
2
3
年
9
月
3
0
日
に
お
い
て
現
に
地
域
生
活
支
援
事
業
に
お
け
る
移
動
支

援
事
業
に
３
年
以
上
従
事
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
同
行
援
護
の
サ
ー
ビ
ス
提

供
責
任
者
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。
（
経
過
措
置
期
間
中
は

介
護
福
祉
士
等
の
資
格
も
不
要
だ
が
、
経
過
措
置
終
了
後
は
必
要
と
な
る
。
）

④
行
動
援
護

（
従
業
者
）

行
動
援
護
従
業
者
養
成
研
修
又
は
強
度
行
動
障
害
支

援
者
養
成
研
修
（
実
践
研
修
）
修
了
者
で
あ
っ
て
、
知
的

障
害
者
、
知
的
障
害
児
又
は
精
神
障
害
者
へ
の
直
接

支
援
業
務
に
従
事
し
た
経
験
を
１
年
以
上
有
す
る
者

初
任
者
研
修
修
了
者
等
で
あ
っ
て
、
知
的
障
害
者
、
知
的
障
害
児
又
は
精
神

障
害
者
へ
の
直
接
支
援
業
務
に
２
年
以
上
従
事
し
た
者
に
つ
い
て
は
当
該
研

修
を
修
了
し
た
も
の
と
み
な
す
。

⑤
行
動
援
護

（
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
）
行
動
援
護
従
業
者
養
成
研
修
又
は
強
度
行
動
障
害
支

援
者
養
成
研
修
（
基
礎
研
修
及
び
実
践
研
修
）
修
了
者

で
あ
っ
て
、
知
的
障
害
者
、
知
的
障
害
児
又
は
精
神
障

害
者
へ
の
直
接
支
援
業
務
に
従
事
し
た
経
験
を
３
年
以

上
有
す
る
者

介
護
福
祉
士
等
、
居
宅
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
の
要
件
を
満
た
し
、

か
つ
知
的
障
害
者
、
知
的
障
害
児
又
は
精
神
障
害
者
へ
の
直
接
支
援
業
務

に
従
事
し
た
経
験
を
５
年
以
上
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
当
該
研
修
を
修
了
し

た
も
の
と
み
な
す
。

（
参
考
）
平
成
2
9
年
度
愛
媛
県
集
団
指
導
資
料
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